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【重要】ハイシーズン冷暖房費サーチャージ制度導入のお知らせ 

 

 

平素よりフィットファーストをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

昨今の度重なる電気料の上昇により、今夏２カ月間の冷暖房費負担をお願いし会員の皆様の体調管理

と快適なトレーニング環境の維持に努めてまいりましたが、この間の電気料金は想定を超え 1年前の

2倍程度まで上昇し施設運営を圧迫し続けております。 

今後も電力料金の上昇は引続き予想され企業努力だけでは吸収する事が難しく施設の快適性を確保し

ながら継続運営を行う為に、誠に心苦しいお願いではございますが、以下の通りハイシーズンに限り

冷暖房サーチャージ料を設定させていただきたく伏してお願い申し上げます。 

 

【対象期間】  夏季（7月～9月） 厳冬期（12月～2月） 

【臨時冷房費】 月額 770 円（税込）※今後の施設の電気料負担の増減に伴い変動いたします。 

【対象種別】  フィットネス会員様(休会者は除く) 

【その他】   該当月の引落会費分に合算 

        期間中は利用状況・外気温、場所にもよりますが一般的にスポーツ施設の 

「快適な室内温度と湿度(22～27℃、40～60%)」を目安に調整をいたします。 

 

快適なトレーニング環境を維持するための臨時費用として皆様のご理解を心より 

お願い申し上げます。 

なお今後は電力料金の変動により適切なるサーチャージ料金への見直しをさせていただきます。 

その場合は、施設の公式ホームページや公式ライン、会員様へのメールでお知らせいたしますので、 

ご理解・ご了承のほど宜しくお願いいたします。 

ご不明な点がございましたら、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 

 


